
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

告

示

○
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
件

一

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
件
三
件

一

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
す
る
森
林
所

有
者
等
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
当
該
通
知
の
内
容
を
掲
示
し
た
件

二

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
森
林
所
有
者
等
の
所

在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
当
該
通
知
の
内
容
を
掲
示
し
た
件
五
件

三

告

示

福
島
県
告
示
第
三
百
八
十
八
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
。

令
和
四
年
五
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

双
葉
郡
楢
葉
町
大
字
山
田
浜
字
坂
下
三
九
か
ら
四
二
ま
で
、
四
三
の
一
、
字
荒
巻
二
二
か
ら
二
五

ま
で
、
二
六
の
一
、
二
六
の
二
、
二
七
の
一
、
字
清
隆
寺
分
二
三
、
二
四
、
二
五
の
一
、
二
五
の
二
、

二
六
、
二
七
の
一
、
二
七
の
二
、
二
八
、
二
九
、
三
〇
の
一
、
三
〇
の
二
、
三
一
の
一
、
三
二
の
一
、

字
免
田
一
九
か
ら
二
一
ま
で
、
二
二
の
一
か
ら
二
二
の
三
ま
で
、
二
三
の
一
、
字
岩
渕
町
二
三
か
ら

二
五
ま
で
、
二
六
の
一
か
ら
二
六
の
三
ま
で
、
二
七
の
一
、
二
八
の
一

二

指
定
の
目
的

潮
害
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

㈡

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
楢
葉
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈢

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
楢
葉
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
八
十
九
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

令
和
四
年
五
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

大
沼
郡
金
山
町
大
字
大
栗
山
字
長
窪
二
九
二
一
の
九
、
二
九
二
一
の
一
四
か
ら
二
九
二
一
の
一
八

ま
で
、
二
九
二
一
の
二
〇
、
二
九
二
一
の
二
一
、
二
九
二
一
の
二
五
、
二
九
二
一
の
三
五
、
二
九
二

一
の
三
七
、
二
九
二
一
の
四
四
、
二
九
二
一
の
四
五
、
二
九
二
一
の
四
八
か
ら
二
九
二
一
の
五
三
ま

で
、
二
九
三
〇
か
ら
二
九
三
二
ま
で
、
二
九
四
二
の
一
、
二
九
四
五
か
ら
二
九
五
〇
ま
で
、
二
九
五

一
の
一
、
二
九
六
四
の
一
、
二
九
六
四
の
二
、
三
〇
三
六

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

干
害
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
長
窪
二
九
二
一
の
九
、
二
九
二
一
の
一
四
か
ら
二
九
二
一
の
一
八
ま
で
、
二
九
二
一
の
二

〇
、
二
九
二
一
の
二
一
、
二
九
二
一
の
二
五
、
二
九
二
一
の
三
五
、
二
九
二
一
の
三
七
、
二
九

二
一
の
四
四
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）
、
二
九
二
一
の
四
五
、
二
九
二
一
の
四
八
か

ら
二
九
二
一
の
五
三
ま
で
、
二
九
三
〇
か
ら
二
九
三
二
ま
で
、
二
九
四
二
の
一
、
二
九
四
五
か

ら
二
九
五
〇
ま
で
、
二
九
五
一
の
一
、
二
九
六
四
の
一
、
二
九
六
四
の
二
、
三
〇
三
六

㈡

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

㈢

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
金
山
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈣

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林

林
業
総
室
森
林
保
全
課
及
び
金
山
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
森
林
保
全
課
）
───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
令和４年５月27日 金曜日 福 島 県 報 号外第32号1



令和４年５月27日 金曜日 福 島 県 報 号外第32号 2

福
島
県
告
示
第
三
百
九
十
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

令
和
四
年
五
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一
１

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

石
川
郡
浅
川
町
大
字
浅
川
字
城
山
五
八
、
八
〇
、
八
四
の
一
か
ら
八
四
の
三
ま
で
、
八
五
の
二
、

八
七
の
二
、
八
七
の
三
、
八
七
の
五
、
八
七
の
八
、
八
七
の
一
六
、
八
七
の
一
八
、
八
七
の
二
〇
、

八
七
の
八
三
か
ら
八
七
の
九
四
ま
で
、
八
七
の
九
八
か
ら
八
七
の
一
〇
五
ま
で
、
八
七
の
一
〇
七

か
ら
八
七
の
一
〇
九
ま
で
、
八
七
の
一
一
二
、
八
七
の
一
三
三
、
八
七
の
二
三
〇
、
八
七
の
二
三

四
か
ら
八
七
の
二
三
六
ま
で
、
八
七
の
二
四
〇
、
八
七
の
二
四
五
、
八
七
の
二
四
六
、
八
七
の
二

五
三
、
八
七
の
二
六
六
、
八
七
の
二
七
五
、
八
七
の
二
九
一
か
ら
八
七
の
二
九
三
ま
で
、
八
七
の

二
九
五
、
八
七
の
二
九
八
、
字
山
根
一
〇
の
一
、
一
〇
の
二

２

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

干
害
の
防
備

３

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⑴

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

⑵

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
浅
川
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⑶

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

二
１

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

石
川
郡
浅
川
町
大
字
浅
川
字
城
山
五
八
、
八
〇
、
八
四
の
一
か
ら
八
四
の
三
ま
で
、
八
五
の
二
、

八
七
の
二
、
八
七
の
三
、
八
七
の
五
、
八
七
の
八
、
八
七
の
一
六
、
八
七
の
一
八
、
八
七
の
二
〇
、

八
七
の
八
三
か
ら
八
七
の
九
四
ま
で
、
八
七
の
九
八
か
ら
八
七
の
一
〇
五
ま
で
、
八
七
の
一
〇
七

か
ら
八
七
の
一
〇
九
ま
で
、
八
七
の
一
一
二
、
八
七
の
一
三
三
、
八
七
の
二
三
〇
、
八
七
の
二
三

四
か
ら
八
七
の
二
三
六
ま
で
、
八
七
の
二
四
〇
、
八
七
の
二
四
五
、
八
七
の
二
四
六
、
八
七
の
二

五
三
、
八
七
の
二
六
六
、
八
七
の
二
七
五
、
八
七
の
二
九
一
か
ら
八
七
の
二
九
三
ま
で
、
八
七
の

二
九
五
、
八
七
の
二
九
八
、
字
山
根
一
〇
の
一
、
一
〇
の
二

２

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

公
衆
の
保
健

３

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⑴

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

⑵

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
浅
川
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⑶

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
浅
川
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
九
十
一
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

令
和
四
年
五
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

大
沼
郡
三
島
町
大
字
大
石
田
字
谷
地
二
六
五
三
、
二
七
九
四
の
一
、
二
七
九
四
の
二
、
字
前
ノ
沢

二
一
八
九
、
二
一
九
〇
、
二
一
九
二
、
二
一
九
五
か
ら
二
二
〇
一
ま
で
、
二
二
二
三
の
三
、
字
石
坂

二
五
三
九
の
二
、
二
六
四
九
、
二
六
五
二

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

干
害
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
谷
地
二
七
九
四
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

㈡

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

㈢

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
三
島
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈣

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林

林
業
総
室
森
林
保
全
課
及
び
三
島
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
九
十
二
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
す
る
相
手

方
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の

規
定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
金
山
町
役
場
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
四
年
五
月
二
十
七
日

───────────────────────────────────────────────────────────
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福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

押
部
新
作

押
部
新
哉

押
部
常
男

菅
家
市
郎

菅
家
榮
子

菅
家
一
夫

栗
城
清
志

栗
城

貞
吉

栗
城
茂
太
郎

栗
城
德
弥

栗
城
義
司

栗
城
ヨ
ネ

小
塩
研
一

越
尾
幸
一

五
ノ
井
謙

一

五
ノ
井
勇
喜

斉
藤
一

齋
藤
勇
一

斎
藤
勇
一

齋
藤
義
雄

佐
々
木
清
規

三
瓶
力

須

佐
一
雄

須
佐
敬
助

須
佐
國
雄

須
佐
憲
政

須
佐
廣
昭

須
佐
ミ
ネ
子

鈴
木
秀
勇

高
根
沢

泰

角
田
栄
司

角
田
ツ
ヤ
子

中
丸
與
重
郎

中
丸
三
九
郎

中
丸
宗
平

中
丸
友
伊

中
丸
常

太
郎

中
丸
孫
三
郎

中
丸
守

野
原
き
よ
い

長
谷
川
泰
藏

坂
内
忠
市

星
慶
次

目
黒
一
士

目
黒
孝
志

目
黒
安
日
子

山
内
映
雄

横
田
新

横
田
勇
男

横
田
國
雄

横
田
幸
一

横
田

智

横
田
善
一

横
田
武

横
田
武

横
田
俊
明

横
田
俊
郎

横
田
長
久

横
田
文
太
郎

横
田

瑞
男

渡
部
清
太
郎

渡
部
日
出
子

渡
部
博
之

渡
部
利
一

二

通
知
の
内
容
の
要
旨

１

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
と
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
こ

と
。

２

当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件
（
令
和
四
年
福
島
県
告
示
第
二

百
七
十
五
号
）
に
よ
る
こ
と
。

３

当
該
告
示
の
内
容
に
つ
い
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
森
林
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
当
該
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
意
見
書
を
福
島
県
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
九
十
三
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
相
手
方

の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
田
村
市
役
所
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
四
年
五
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

遠
藤
弘
長

大
久
保
榮
喜

大
沼
俊
秋

奥
山
勝
政

小
檜
山
大
字
会

橋
本
猪
太
郎

山
根
振

興
会

吉
田
邦
行

渡
邉
久
男

二

通
知
の
内
容
の
要
旨

１

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
と
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
こ
と
。

２

当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
件
（
令
和
四
年
農
林
水
産
省
告
示
第
六
百
八
十
八
号
）
に
よ
る
こ

と
。

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
九
十
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
相
手
方

の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
田
村
市
役
所
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
四
年
五
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

坂
本
松
雄

樽
井
末
治

吉
田
直
樹

橋
本
伸
作

二

通
知
の
内
容
の
要
旨

１

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
と
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
こ
と
。

２

当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
件
（
令
和
四
年
農
林
水
産
省
告
示
第
六
百
八
十
九
号
）
に
よ
る
こ

と
。

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
九
十
五
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
相
手
方

の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
会
津
美
里
町
役
場
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
四
年
五
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

荒
川
栄
進

荒
川
四
郎

荒
川
吉
英

五
十
嵐
教
道

上
野
文
次

大
満
美
好

荻
窪
部
落
会

小
原
伊
佐
美

小
原
勝
吾

小
原
ミ
ド
リ

久
家
ア
イ
子

久
家
喜
久
男

久
家
広
明

白
岩
與
重

富
田
禎
次

冨
田
昌
志

冨
田
勝

星
彦
惣

松
本
陽
一

宗
像
五
郎

宗
像
勝
男

目
黒
忠

目
黒
常
美

目
黒
豊
勝

目
黒
穗
積

弓
田
賢
治

若
林
一

二

通
知
の
内
容
の
要
旨

１

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
と
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
こ
と
。

２

当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
件
（
令
和
四
年
農
林
水
産
省
告
示
第
六
百
九
十
号
）
に
よ
る
こ
と
。

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
九
十
六
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
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三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
相
手
方

の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
三
島
町
役
場
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
四
年
五
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

飯
塚
丑
吉

飯
塚
丑
松

飯
塚
勝
彦

飯
塚
勝
彦

飯
塚
庄
太
郎

飯
塚
庄
太
郎

飯
塚
千
代
子

飯
塚
千
代
子

飯
塚
德
市

飯
塚
平
吾

五
十
嵐
榮
一

五
十
嵐
勝
重
郎

五
十
嵐
公
俊

五
十

嵐
清

五
十
嵐
健
次

五
十
嵐
孝
一

五
十
嵐
幸
作

五
十
嵐
栄

五
十
嵐
庄
市

五
十
嵐
庄
四

郎

五
十
嵐
清
一

五
十
嵐
竹
次

五
十
嵐
毅

五
十
嵐
藤
吾

五
十
嵐
藤
伍

五
十
嵐
寅
之
助

五
十
嵐
ハ
ナ
子

五
十
嵐
花
子

五
十
嵐
文
祐

五
十
嵐
洋
子

五
十
嵐
良
次

大
沼
慶
吉

大
沼

十
七

奥
村
吉
雄

川
島
茂
八

川
島
徳
次

菅
家
倉
之
助

菅
家
茂
男

小
柴
吉
佐

小
柴
智
雄

小
柴
ト
ラ

齋
藤
逸
九

齋
藤
逸
成

佐
藤
音
市

田
崎
健
一

角
田
丑
三

角
田
熊
喜

角
田

源
作

角
田
重
太
郎

角
田
清
一

角
田
全
次

角
田
禎
次
郞

角
田
ト
ラ

角
田
一

二
瓶
厚

二
瓶
潔

二
瓶
環

二
瓶
保

二
瓶
亮

長
谷
川
庄
次

長
谷
川
善
次
郞

長
谷
川
德
三
郎

秦
吉

重
郎

泰
敬
介

秦
定
次

秦
セ
ツ
子

泰
仙
八

泰
正
喜

坂
内
孝

坂
内
仁

坂
内
美
紀
雄

坂
内
弥
之
助

坂
内
洋
之
輔

堀
内
五
四
郎

堀
内
定
一

堀
内
常
太
郎

堀
内
常
太
郎

堀
内
武

次

三
浦
勘
一

渡
辺
武

渡
辺
嗣
雄

渡
邊
嗣
雄

渡
邊
勝

渡
邊
勝

渡
辺
勝

渡
部
市
夫

渡
部
亀
吉

渡
部
亀
之
助

渡
部
菊
次
郎

渡
部
熊
三
郎

渡
部
粂
次

渡
部
慶
市

渡
部
重
四
郎

渡
部
清
五
郎

渡
部
長
次
郎

渡
部
長
多
郎

渡
部
留
四
郎

渡
部
秦
介

渡
部
彦
七

渡
部
平

作

渡
部
孫
次

渡
部
義
雄

二

通
知
の
内
容
の
要
旨

１

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
と
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
こ
と
。

２

当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
件
（
令
和
四
年
農
林
水
産
省
告
示
第
七
百
六
十
三
号
）
に
よ
る
こ

と
。

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
九
十
七
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
相
手
方

の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
二
本
松
市
役
所
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
四
年
五
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

太
田
信
用
組
合

菅
野
浅
吉

二

通
知
の
内
容
の
要
旨

１

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
と
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
こ
と
。

２

当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
件
（
令
和
四
年
農
林
水
産
省
告
示
第
六
百
八
十
三
号
）
に
よ
る
こ

と
。

（
森
林
保
全
課
）


